
 

土地改良事業用地調査等請負業務事務処理要領の制定について 

 

平成１４年３月２２日 １３農振第３１５５号  

農 村振興局 長から各 地方農政 局長あて  

一部改正 平成１５年 ３月 ５日    

平成１７年 ３月１１日    

平成１７年１２月１９日    

平成１８年 ９月２１日    

平成２０年 ７月１６日    

平成２１年 ３月３１日    

平成２２年 ４月 １日    

平成２５年 ３月２６日    

平成２６年 ４月 １日    

平成２７年 ３月３１日    

平成２８年 ３月３１日    

平成２９年 ３月３０日    

平成３０年 ３月３０日    

平成３１年 ３月２８日    

令 和 元 年 ９月１９日    

令 和 ２ 年 ３月２４日    

令 和 ３ 年 １月 ７日    

令 和 ３ 年 ３月１８日    

令 和 ４ 年 ３月２２日    

令 和 ５ 年 ３月２８日    

令 和 ５ 年１１月１３日    

 

このことについて、別紙のとおり土地改良事業用地調査等請負業務事務処理要領を

定め、平成１４年４月１日以降の契約に係る業務から適用することとしたので、その

運用に当たっては遺憾のないようにされたい。 

なお、「用地調査等請負業務事務処理要領等」（昭和５７年３月２５日付け５７－

２０構造改善局建設部長通知）は、平成１４年３月３１日限りで廃止する。 

 

〔編注〕本趣旨は、農村振興局長から北海道開発局長、沖縄総合事務局長、北海道知

事、緑資源公団理事長、水資源開発公団総裁あて参考送付されている。 
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沿 革 

用地調査等請負業務事務処理要領等について（模範例） 

 

制  定： 昭和５７年３月２５日付け５７－２０号（構造改善局建設部長通知） 

 

一部改正： 昭和６３年４月１日付け６３－４４号（構造改善局建設部長通知） 

 

一部改正： 平成５年３月２９日付け５－４７号（構造改善局建設部長通知） 

 

一部改正： 平成１０年４月１日付１０－４１号（構造改善局建設部長通知） 

 

  




